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〈令和６年度の雇用保険料率〉 

～令和５年度と同率です～ 

〇令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

 

 

 

 

 

 

 

※園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の

船員を雇用する事業については一般の事業の事業の率が適用されます。 

定率減税について 
令和 5 年 12 月 22 日に「令和 6 年度税制改正の

大綱」が閣議決定されました。大綱においては、令和 6
年分の所得税について定額による所得税の特別控除
（定額減税）を実施されることとされており、今後の事
務処理についても情報が必要となります。国税庁は以下
に特設サイトを設けましたのでご覧ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
URL： 
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teig

akugenzei/index.htm 

                                   

                                    

                                   

負担者 

 

種類 

① 

労働者負担 

② 

事業主負担 

①＋② 

雇用保険料 

一般の事業 6/1,000 9.5/1,000 15.5/1,000 

農林水産 

※清酒製造の事業 
7/1,000 10.5/1,000 17.5/1,000 

建設の事業 7/1,000 11.5/1,000 18.5/1,000 
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２
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労務 

税務 

定率減税 特設サイト 
所得税の定率減税に関する最新の情報はこちら 
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収
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商工会へのご相談について（お願い） 

中能登町商工会では、地震に伴う各種補助金、税

務申告などにより、ご相談が大変混み合っております。 

ご予約なしにご訪問された場合、すぐに応対できないこ

とがありますので、ご相談の際はご予約をお願いいたしま

す。 

☆ご予約先電話番号 

（0767）76-1221 

-2- 


